


２ 県立図書館条例・規則 

(1) 県立図書館条例

（昭和２５年１２月２６日   条例第４９号） 

（最終改正 平成２４年 ３月 条例第３０号） 

（設置） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、県立図書

館（以下「図書館」という。）を設置する。 

２ 図書館の位置は、宮崎市船塚３丁目２１０番地１とする。 

（県立図書館協議会） 

第２条 図書館に法第１４条の規定に基づく県立図書館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員の定数は、１０人以内とする。 

３ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある

者の中から、県教育委員会が任命し、又は委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 協議会の会議は、図書館長が招集する。 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、県教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和２５年７月３０日から適用する。但し、第２条から第７条までの

規定は、昭和２６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和３１年４月１３日条例第２１号抄） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３９年４月１日条例第３６号抄） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４１年７月３０日条例第２６号） 

この条例は、昭和４１年８月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年１２月１８日条例第２９号） 

この条例は、昭和６３年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日条例第３０号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

(2) 県立図書館管理規則

（昭和６３年４月１日   教育委員会規則第 ３号） 

 （最終改正 平成２７年３月 教育委員会規則第１０号） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３３条第

１項及び県立図書館条例（昭和２５年宮崎県条例第４９号）第６条の規定に基づき、県立図書館（以下「図

書館」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「図書館資料」とは、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第１号に規

定する図書館資料をいう。 

第２章 組織及び職制 

第１節 組織 

（課の設置） 

第３条 図書館に、次の課を置く。 

総務・企画課 

情報提供課 
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（総務・企画課） 

第４条 総務・企画課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 図書館の事業の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(3) 予算の執行及び決算に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 図書館情報システムの運営管理に関すること。

(8) 読書活動の普及及び読書団体の育成に関すること。

(9) 市町村の図書館活動に対する援助及び協力に関すること。

(10) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(11) 県立図書館協議会に関すること。

(12) 館の事務で情報提供課の主管に属さないこと。

（情報提供課）

第５条 情報提供課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 図書館資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(3) 郷土に関する資料の調査及び研究に関すること。

(4) 図書館資料の利用に関すること。

(5) 参考調査相談及び情報の提供に関すること。

(6) 学習の機会の提供及び研修会等の実施に関すること。

第６条及び第７条 削除 

第２節 職制 

（職及び職務） 

第８条 図書館に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職  務 

館 長 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

副 館 長
館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代

行する。 

課 長 上司の命を受けて、課に属する事務を処理する。 

主 任 社 会 教 育

主 事

上司の命を受けて、社会教育に関する相当高度の専門的・技術的指導業務に従事

する。 

社 会 教 育 主 事 上司の命を受けて、社会教育に関する専門的・技術的指導業務に従事する。 

専 門 主 事 上司の命を受けて、専門的知識及び経験を必要とする事務に従事する。 

専 門 技 師 上司の命を受けて、専門的知識及び経験を必要とする技術に従事する。 

主 任 主 事 上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。 

主 任 技 師 上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。 

主 事 上司の命を受けて、事務に従事する。 

技 師 上司の命を受けて、技術に従事する。 

２ 前項に規定する職のほか、図書館に、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表

の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職  務 

主 幹 上司の命を受けて、図書館の特定の事務を掌理する。 

専 門 主 幹 
上司の命を受けて、専門的知識及び経験を必要とする図書館の特定の事務を掌理

する。 

副 主 幹 
上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は図書館の特定の事

務を掌理する。 

主 査 上司の命を受けて、専門的業務に従事する。 
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（その他の職） 

第９条 前条に規定する職のほか、図書館に、技術員を置く。 

２ 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。 

第３章 図書館奉仕 

第１節 通則 

（開館時間） 

第１０条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。 

(1) 閲覧室及び対面朗読室

午前９時から午後７時まで

(2) 児童図書室、特別展示室、視聴覚ライブラリー、研修ホール、研修室及び視聴覚室

午前９時から午後５時まで

２ 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができ

る。 

（休館日） 

第１１条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休

日」という。）にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日）

(2) １２月２９日から翌年の１月４日まで（前号に掲げる日を除く。）

(3) 特別整理期間（あらかじめ、館長が定めて公示する期間）

２ 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日に開館し、又

は開館日に休館することができる。この場合においては、その都度公示するものとする。 

（入館の制限等） 

第１２条 館長は、図書館を利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その入館を制限し、若

しくは退館を命じ、又はその利用を中止させることができる。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 条例若しくはこの規則又は館長の指示に従わないとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

（損害賠償）

第１３条 故意又は過失によって図書館資料等を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければな

らない。 

第２節 図書館資料の館内利用 

（図書館資料の館内利用） 

第１４条 図書館資料は、館内の所定の場所において利用することができる。 

（図書館資料の複写） 

第１５条 図書館資料の複写は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条の規定に基づき、利用者の

調査研究の用に供するために、図書館が所有する図書館資料を用いて、公表された著作物の一部分につい

て行うものとする。 

（図書館資料の複写の申込み） 

第１６条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書を館長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

（図書館資料の複写に要する費用等） 

第１６条の２ 前条の規定により、図書館資料の複写を依頼しようとする者は、当該図書館資料の複写に要

する費用を負担しなければならない。 

２ 前項の図書館資料の複写に要する費用は、次の表に定める額とし、同費用は前納しなければならない。 

区  分 単  位 金 額 

電子複写（単色のもの） 複写１面につき １０円 

電子複写（カラーのもの） 複写１面につき ５０円 

マイクロフィルム複写 １枚につき ５０円 
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（図書館資料の複写の制限） 

第１７条 次の各号に掲げる図書館資料は、複写することができない。 

(1) 寄託資料でその寄託契約の条件として複写が禁止されているもの

(2) 技術的に複写が困難な図書館資料

(3) 複写することによって損傷するおそれのある図書館資料

(4) 前３号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認めた図書館資料

（複写物の利用上の責任）

第１８条 複写物の利用による著作権法上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。 

（参考調査相談） 

第１９条 図書館資料に係る参考調査相談（以下「参考調査相談」という。）をしようとする者は、口頭、

電話、文書その他の方法により、申し込むことができる。 

２ 参考調査相談に対する回答は、主として図書館資料その他の資料を提供して行うものとする。 

（回答を行わない事項） 

第２０条 古文書、美術品等の鑑定、法律相談、医療相談、学習課題の解答その他回答することが不適当と

認められる事項に係る参考調査相談に対しては、回答を行わないものとする。 

第３節 図書館資料等の館外利用 

（図書館資料の館外利用） 

第２１条 図書館資料を館外において利用しようとする者は、館長が別に定めるところにより、宮崎県立図

書館貸出利用券（以下「貸出利用券」という。）の交付を受けなければならない。 

第２２条 図書館資料を館外において利用しようとする者は、貸出利用券を係員に提示し、その手続をしな

ければならない。 

２ 館外において利用することのできる図書館資料の数は、利用者１人につき、未返却図書館資料の数を含

め１０点以内（うち、児童図書室の図書館資料は、未返却図書館資料の数を含め５点以内）とする。 

３ 図書館資料の館外利用の期間は、２週間以内とする。 

（団体文庫及び巡回文庫） 

第２３条 図書館に、読書団体が館外において利用する文庫として団体文庫を設け、市町村の機関が館外に

おいて利用する文庫として巡回文庫を設ける。 

２ 前項の利用に関しては、館長が別に定める。 

（視聴覚機器の館外利用） 

第２４条 視聴覚機器を館外において利用することのできる者は、社会教育及び生涯学習に関連のある研修

等を行う団体（以下「社会教育等団体」という。）とする。 

２ 第２１条及び第２２条第１項の規定は、社会教育等団体が視聴覚機器を館外において利用しようとする

場合について準用する。 

（図書館資料の館外利用の制限） 

第２５条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。 

(1) 貴重図書、古文書、新聞類及び保存用雑誌類並びにマイクロ資料

(2) 参考図書及び郷土資料のうち館長が指定したもの

(3) 寄託資料又は貸与資料で寄託者又は貸与者が館外利用を承認しないもの

(4) 前３号に掲げるもののほか、館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料

（図書館資料等の館外利用の停止等）

第２６条 館長は、次の各号の一に該当するときは、図書館資料又は視聴覚機器（以下「図書館資料等」と

いう。）の館外利用を一定期間停止し、又は貸出利用券を無効として再交付しないことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により貸出利用券の交付を受けたとき。

(2) 貸出利用券を他人に譲渡し、又は貸与したときその他不正に使用したとき。

(3) 利用した図書館資料等を期限内に返還しないとき。

（貸出利用券の紛失又は破損）

第２７条 貸出利用券の交付を受けた者は、当該貸出利用券を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨

を館長に届け出て、所定の手続に従い、再交付を受けなければならない。 

（図書館資料等の亡失又は損傷） 

第２８条 図書館資料等を館外において利用しようとする者は、当該図書館資料等を亡失し、又は損傷した

ときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。 
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（図書館資料等の特別貸出し） 

第２９条 第２１条、第２２条、第２４条及び第２５条の規定にかかわらず、館長は、次の各号の一に該当

する者に対し、図書館資料等の特別貸出しをすることができる。 

(1) 公用の研究又は調査のため必要があると認められる者

(2) 学術に関する研究又は調査のため必要があると認められる者

(3) 前２号に掲げる者のほか、館長が適当と認める者

２ 図書館資料等の特別貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。 

第４節 研修ホール等の利用 

（研修ホール等の利用） 

第３０条 研修ホール、研修室及び視聴覚室（以下「研修ホール等」という。）を利用することができる者

は、社会教育等団体とする。 

第３１条 研修ホール等を利用しようとする者（以下「研修ホール等の利用者」という。）は、研修ホール

等利用申込書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による利用の許可は、研修ホール等利用申込書を交付して行う。 

３ 館長は、次の各号の一に該当するときは、研修ホール等の利用を許可しないものとする。 

(1) 研修ホール等利用申込書の内容に偽りがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) もっぱら営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 設置目的に反する利用をするおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員若しくはこれら暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する

者の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

（研修ホール等の利用の許可の取消し等）

第３２条 館長は、研修ホール等の利用者が前条第３項各号の一に該当するに至ったときは、その利用の許

可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。 

２ 前項の規定による取消し等によって研修ホール等の利用者に損害が生じても、県は、その損害の賠償の

責めは負わないものとする。

第５節 図書館資料の寄贈及び寄託 

（図書館資料の寄贈及び寄託） 

第３３条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。 

２ 図書館資料の寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。 

３ 図書館資料の寄贈及び寄託の手続については、館長が別に定める。 

（寄託資料の取扱い） 

第３４条 寄託資料の管理については、図書館の所有する図書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承認

がある場合を除き、館外において利用できないものとする。 

（寄託資料の賠償責任） 

第３５条 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、県は、その損害の賠償の責

めを負わないものとする。 

第４章 雑則 

（委任） 

第３６条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（県立図書館規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 県立図書館規則（昭和２６年宮崎県教育委員会規則第１号）

(2) 県立図書館附設設備利用規則（昭和４０年宮崎県教育委員会規則第５号）
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附 則（平成２年４月１７日教育委員会規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年８月２５日教育委員会規則第８号） 

この規則は、平成４年９月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月３１日教育委員会規則第１０号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２９日教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年５月２２日教育委員会規則第５号） 

この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日教育委員会規則第９号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２９日教育委員会規則第８号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日教育委員会規則第１２号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日教育委員会規則第６号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２１日教育委員会規則第１号） 

この規則は、平成２３年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月２１日教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教育委員会規則第１０号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

(3) 県立図書館協議会運営規則

（昭和２６年２月１６日 教育委員会規則第３号） 

第１条 県立図書館協議会（以下「協議会」という。）に議長及び副議長各１人を置く。 

２ 議長及び副議長は、協議会委員(以下「委員」という。) の互選とし、その任期は委員の任期による。 

３ 議長は、委員の会議を主宰する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。 

第２条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題を、あらかじめ委員に通知しなければならない。 

２ 協議会招集の通知後に、緊急の議題が提案されたときは、直ちに、これを付議することができる。 

第３条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。 

第４条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。 

附 則 

この規則は、昭和２６年４月１日から施行する。 
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(3) 座席数 
 

 一般閲覧室 244 席 

 郷土資料室  36 席 

 児童図書室  22 席 

 ＡＶコーナー   6 席 

 読書振興室  20 席 

 研  修  室  50 席 

 研修ホール 150 席 

 視 聴 覚 室 100 席 

  パソコン席  28 席 

健康情報 
コーナー 

名誉 
館長室 

かば先生 
コーナー 

みどりの 
コーナー 

３ 施設概況 

記紀ｺｰﾅｰ 

(1) 構 造 

 鉄筋鉄骨コンクリート造 

 地上２階（書庫:地上４層） 

 図書収蔵能力 ８４万冊 

 

(2) 床面積 

 １ 階  4,631 ㎡ 

       551 ㎡ 

 ２ 階   3,952 ㎡ 

       551 ㎡ 

 屋 階    44 ㎡ 

 合 計  9,729 ㎡ 

外国語図書 
コーナー

発送 
準備 
室 

新書庫 

ビジネス情報 
コーナー 

倉庫 

ｱﾒﾘｶﾝｼｪﾙﾌｺｰﾅｰ 

環境情報 
センター 

ｱﾒﾘｶﾝｼｪﾙﾌｺｰﾅｰ 

新聞 
コーナー 

子育て支援 
コーナー 

総務担当 
企画担当 
事 務 室 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ 
ﾊﾟｿｺﾝｺｰﾅｰ 
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４ 利用案内 

 

(1) 開 館・休 館 

① 開館時間 

一般閲覧室 午前9時～午後７時 

児童図書室 午前9時～午後5時 

② 休 館 日 

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

年末年始（12月29日～1月4日） 

特別整理期間（平成30年2月19日～平成30年2月26日） 

 

(2) 貸 出 

 冊 数 一人１０冊まで（ただし、児童図書室の本は５冊まで） 

  期 間 １４日以内 

 

 (3) 電 話 

 0985－29－2911 全般的な問合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総務・企画課総務担当 

 0985－29－2911 各種図書館事業の企画・広報・・・・・・・・・・・・・総務・企画課企画担当 

 0985－29－2956 やまびこ文庫、団体文庫、視聴覚事業・・・・・・・・・総務・企画課普及支援担当 

 0985－29－2970 資料の寄贈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報提供課情報総括担当 

 0985－29－2596 図書の貸出・返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報提供課情報提供担当 

 0985－29－2972 資料に関する問合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・情報提供課情報提供担当 

 0985－29－2954 郷土情報に関する問合せ・・・・・・・・・・・・・・・情報提供課郷土情報担当 

 

(4) ファクシミリ 

   0985－29－2491（総務担当・企画担当） 

   0985－29－2961（普及支援担当） 

   0985－22－9070（情報提供担当） 

 

(5) 電子メール 

   ryokuin@miyazaki-pref-lib.jp（代表） 

service@miyazaki-pref-lib.jp（サービス） 

soudan@miyazaki-pref-lib.jp （レファレンス） 

 

(6) ホームページ（当館の図書の検索、行事案内情報等の閲覧ができます） 

   http://www2.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ 

   ※フェイスブックページ https://www.facebook.com/miyazaki.prefectural.library/ 
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５　市町村立図書館一覧

宮 崎 市 立 図 書 館 二宮　俊尚 平6.5

宮 崎 市 立 佐 土 原 図 書 館 関屋　和光 平16.4

都 城 市 立 図 書 館 森　竜一 昭23.4

都城市立高城図書館（分館） 森　竜一 平21.4

延 岡 市 立 図 書 館 丸山　奈緒美 大7.7

延 岡 市 立 図 書 館 北 方 分 館 末永　富雄 平13.4
（兼）教委北方室長

延 岡 市 立 図 書 館 北 浦 分 館 前山　昌俊 平24.3
（兼）教委北浦室長

延 岡 市 立 図 書 館 北 川 分 館 赤木　正久 平25.4
（兼）教委北川室長

日 南 市 立 図 書 館 岡本　武憲 昭25.1
（兼）生涯学習課長

日南市立まなびピア図書館 岡本　武憲 平14.3
同上

日 南 市 立 北 郷 図 書 館 岡本　武憲 平元.8
同上

日 南 市 立 南 郷 図 書 館 岡本　武憲 平7.12
同上

小 林 市 立 図 書 館 山下　町子 明41.6

小 林 市 立 図 書 館 野 尻 分 館 山下　町子 平22.3

小 林 市 立 図 書 館 須 木 分 館 山下　町子 平22.3

日 向 市 立 図 書 館 海野　真里 昭24.4

串 間 市 立 図 書 館 富高　賢 昭51.4

西 都 市 立 図 書 館 蓑方　政幾 昭49.12
(兼）社会教育課長

え び の 市 民 図 書 館 荒谷　貴宏 昭50.7

三 股 町 立 図 書 館 宮内　浩二郎 平13.4
(兼)教育長

国 富 町 立 図 書 館 松岡　徳 平17.4
(兼)社会教育課長

綾 て る は 図 書 館 中村　清久 平16.7

町 立 高 鍋 図 書 館 川野　文明 昭30.3
(兼)社会教育課長

新 富 町 図 書 館 河野　佐知子 平28.4

川 南 町 立 図 書 館 巻　庄次郎 平11.4

都 農 町 民 図 書 館 黒木　和秀 昭50.12
(兼)社会教育課長

門 川 町 立 図 書 館 松田　朝子 平14.3

美 郷 町 立 西 郷 図 書 館 長尾　勇 平11.4
(兼)教育長

美 郷 町 立 北 郷 図 書 館 長尾　勇 平15.5
同上

美 郷 町 立 南 郷 図 書 館 長尾　勇 平24.4
同上

高 千 穂 町 立 図 書 館 濵田　琢一 昭49.7
（兼）教育長

ＴＥＬ　0983-27-7111
ＦＡＸ　0983-27-7100

ＴＥＬ　0983-25-3316
ＦＡＸ　0983-25-2683

ＴＥＬ　0982-68-0001
ＦＡＸ　0982-68-0024

ＴＥＬ　0982-66-2636
ＦＡＸ　0982-66-2636

ＴＥＬ　0982-62-6205
ＦＡＸ　0982-62-6193

ＴＥＬ　0982-59-1605
ＦＡＸ　0982-59-0129

ＴＥＬ　0986-51-3200
ＦＡＸ　0986-51-3751

ＴＥＬ　0985-75-9577
ＦＡＸ　0985-75-9558

〒889-1403
児湯郡新富町大字上富田6345番地5

ＴＥＬ　0985-77-0180
ＦＡＸ　0985-77-0585

ＴＥＬ　0983-21-1152
ＦＡＸ　0983-21-1153

ＴＥＬ　0983-32-7878
ＦＡＸ　0983-33-5928

ＴＥＬ　0984-44-1100
ＦＡＸ　------------

ＴＥＬ　0984-48-2954
ＦＡＸ　0984-48-2120

ＴＥＬ　0982-54-1919
ＦＡＸ　0982-54-5444

ＴＥＬ　0987-72-1177
ＦＡＸ　0987-72-0803

ＴＥＬ　0983-43-0584
ＦＡＸ　0983-41-1113

ＴＥＬ　0984-35-0242
ＦＡＸ　0984-35-3040

ＴＥＬ　0987-55-2469
ＦＡＸ　0987-55-2469

ＴＥＬ　0987-64-0924
ＦＡＸ　0987-64-0930

館　　　名 館　長　名 所　　　　在　　　　地

ＴＥＬ　0984-22-7913
ＦＡＸ　0984-22-4333

〒880-0930
宮崎市花山手東３丁目２５番地３

〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島２０５２７番地４

〒885-0073
都城市姫城町7街区22号

〒885-1202
都城市高城町穂満坊105番地

〒882-0812
延岡市本小路39番地1

ＴＥＬ　0987-22-5666
ＦＡＸ　------------

〒883-0035
日向市春原町1丁目47番地

〒888-0001
串間市大字西方6524番地58

〒882-0125
延岡市北方町川水流卯1236番地2

〒889-0301
延岡市北浦町古江1943番地1

〒889-0192
延岡市北川町川内名7250番地

〒889-2535
日南市飫肥2丁目6番18号

〒887-0013
日南市木山2丁目4番44号
日南市生涯学習センターまなびピア内

〒889-2402
日南市北郷町郷之原乙1570番地

〒889-0901
東臼杵郡美郷町北郷宇納間401番地

〒883-0306
東臼杵郡美郷町南郷神門287番地

〒881-0003
西都市大字右松2606-1

〒889-4311
えびの市大字大明司2146番地2

〒889-1901
北諸県郡三股町大字樺山3406番地8

〒880-1101
東諸県郡国富町大字本庄4768番地2

〒880-1302
東諸県郡綾町大字北俣462番地2

〒884-0003
児湯郡高鍋町大字南高鍋551番地

ＴＥＬ　0982-46-2047
ＦＡＸ　0982-46-2065

ＴＥＬ　0987-25-0158
ＦＡＸ　0987-25-1200

〒889-1302
児湯郡川南町大字平田2386番地3

〒889-1201
児湯郡都農町大字川北5448番地2

〒889-0611
東臼杵郡門川町大字門川尾末1611番地1

〒883-1101
東臼杵郡美郷町西郷田代645番地1

〒889-3204
日南市南郷町中村乙7051番地25
南郷ハートフルセンター内

〒886-0004
小林市細野367番地1

〒886-0212
小林市野尻町東麓1183番地2

〒886-0111
小林市須木中原1741番地1

ＴＥＬ　0982-72-7219
ＦＡＸ　0982-72-5515

創設年月

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井723-1

ＴＥＬ　0985-52-7100
ＦＡＸ　0985-52-7158

ＴＥＬ　0985-30-1037
ＦＡＸ　0985-72-2066

ＴＥＬ　0986-22-0239
ＦＡＸ　0986-22-0251

ＴＥＬ　0986-58-4224
ＦＡＸ　0986-58-4245

ＴＥＬ　0982-32-3058
ＦＡＸ　0982-22-0644

ＴＥＬ　0982-28-5200
ＦＡＸ　0982-28-5201

ＴＥＬ　0982-45-2466
ＦＡＸ　0982-45-2466
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